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1-1-39
交通安全管

理

９．交通安全管理
２） 交通誘導員
・・・・・・・
③ 受注者は、交通誘導警備員のうち１人は有資格者（平成17年警備業
法改正以降の交通誘導警備業務にかかる１級又は２級検定合格者）とし
なければならない。
また、三重県内における以下の18路線（以下「指定路線」という。）におい
ては、交通誘導警備業務を行う場所（交通規制区間）毎に有資格者を１
人以上配置しなければならない。
なお、指定路線以外の路線において、有資格者が配置できない場合
は、監督員の承諾を得て交通の誘導・整理の実務経験３年以上の者と
できる。
 

1-1-39
交通安全管

理

９．交通安全管理
２） 交通誘導警備員
・・・・・・
③ 受注者は、交通誘導警備員のうち１人は有資格者（平成17年警備業
法改正以降の交通誘導警備業務にかかる１級又は２級検定合格者）とし
なければならない。
また、三重県内における以下の25路線（以下「指定路線」という。）におい
ては、交通誘導警備業務を行う場所（交通規制区間）毎に有資格者を１
人以上配置しなければならない。
なお、指定路線以外の路線において、有資格者が配置できない場合
は、監督員の承諾を得て交通の誘導・整理の実務経験３年以上の者と
できる。
 

  

三重県公安委員
会が指定する交
通誘導警備員の
有資格者の配置
を必要とする路線
について見直しが
あったため一部改
正

三重県公共工事共通仕様書（平成２４年７月制定）新旧対照表
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